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警報発表時等の対応について 

 

１ 南中学校で自宅待機となる警報 

 

 

２ 警報発表時対応 

(1)  大雨警報について 

〇 大雨警報が発表されている場合でも原則登校します。ただし、気象庁アプリ「キキクル」

等を参考に、大雨警報の危険度が高いと判断される場合は、その都度、南中学校区３校で協

議の上、「登校」、「自宅待機」、「臨時休業」の判断を行います。対応が決定次第、保護者に対

してマチコミメール、電話等で速やかに連絡を行います。河川の氾濫、通学路に危険個所等

があり、保護者として安全に登校することができないと判断した場合は、自宅待機させてく

ださい。（この場合は、出席停止等として欠席にはなりません。学校への連絡をお願いいたし

ます。） 

(2)  自宅待機となる警報（特別、暴風、暴風雪、大雪、洪水）について 

〇 午前 6 時 30 分～午前 7 時の時点で、今治市に上記の警報がいずれか一つでも発表されて

いる場合には登校せず「自宅待機」とします。 

〇 自宅待機となる警報が午前 7時以降、始業開始（午前 7時 55 分）までに警報が発表され、

警報の発表を知らずに登校した生徒については、学校で待機させ、給食は実施せず、安全（天

候及び通学路、帰宅後の安全等）を確認した上で下校させます。なお、必ず保護者には、マ

チコミメール等で①下校させること、②給食を停止したこと、③今後のこと（自宅待機また

は、臨時休業等）について連絡します。ただし、状況によっては保護者にお迎えをお願いす

る場合もあります。 

〇 始業開始後に警報が発表された場合は、学校で待機させ、給食が実施可能であれば、通常

よりもできる限り早く準備、提供を調理場にお願いし、柔軟で臨機応変な対応（一斉下校、

引き渡し等）をとることができるようにします。なお、その後の天候、通学路の状況によっ

ては、給食を中止し下校を優先させる場合もあります。 

(3)  給食について 

〇 給食については、関係調理場と協議の上、「給食停止」等の対応を速やかに行います。 

ただし、午前７時の時点で各調理場において給食の準備が始まりますので、急遽の臨時休 

業や下校となった場合、保護者の判断で登校を見合わせた場合でも給食費が発生いたしま

す。このことは今治市内調理場で統一して決定したものです。急遽の対応で「給食停止」が

できない場合にも、給食費が発生いたしますので、ご理解・ご了承をお願いいたします。 

なお、全校一斉に給食を停止した場合は、その日の食材を翌日以降のメニューに追加する

今治市内一斉に自宅待機となる警報 

（市内全域、給食が止まる警報） 

学校・地域によって自宅待機とする警報 

（給食の有無は各調理場で対応する。給食を

止める場合、学校より調理場へ連絡を行う） 

特別 暴風 暴風雪 大雪 洪水 



などして、できる限り無駄にならないよう努めます。 

 (4) その他 

  〇  登校時に『雷注意報』が発表されている、または「雷」が激しい状況の時は、保護者の判

断で自宅に待機させ、安全を確認した後、登校させてください。（学校への連絡をお願いい

たします。） 

〇 登校時に(雷注意報以外の)「注意報」が発表されている場合は、注意して登校してくださ

い。 

〇 上記の内容につきましては、富田・清水の両小学校と連携して決定し、自宅待機の条件、

時刻等は原則、同じとしますが、小学校と異なる場合も生じます。ご了承ください。 

〇 通学路での異常等、お気付きの情報がありましたら、学校へお知らせください。 

〇 休日に『警報』が発表された場合には、外出を控えてください。 

〇 授業日・休業日の部活動に関しても、自宅待機となる警報（特別、暴風、暴風雪、大雪、洪

水）が発表された場合は、活動を中止とします。（各担当より、連絡をします。） 

〇 今後、気象状況の変化により様々な場合が想定されますが、適宜ホームページ等でお知ら

せします。ご理解・ご協力をお願いいたします。 


